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教育 税 くらし

軽
自
動
車
税

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
、

ミ
ニ
バ
イ
ク（
原
動
機
付
自
転
車
）、軽
自
動

車
、
小
型
特
殊
自
動
車
お
よ
び
二
輪
の
小
型

自
動
車
を
所
有
ま
た
は
使
用
し
て
い
る
人
に

か
か
る
税
金
で
す
。
５
月
３１
日（
水
）ま
で
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
継
続
検
査（
車
検
）が
必
要
な
軽
自

動
車
お
よ
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
は
、
納
税

通
知
書（
口
座
振
替
用
以
外
）に
つ
い
て
い
る

「
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
」を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

　
す
で
に
軽
自
動
車
な
ど
を
譲
渡
し
た
り
、

使
用
し
て
い
な
い
場
合
は
、
廃
車
な
ど
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い（
表
１
）。

▽
税
率

　
原
動
機
付
自
転
車
、軽
二
輪
、小
型
二
輪
、

小
型
特
殊
自
動
車
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
な
ど
に
つ
い
て
は
表

３
と
な
り
ま
す
。
自
動
車
検
査
証（
車
検
証
）

の
初
度
検
査
年
月
に
よ
っ
て
税
率
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
お
持
ち
の
自
動
車
検
査
証（
車

検
証
）を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

注�

平
成
２９
年
度
に
経
年
重
課（
表
3
の
③
）対

象
と
な
る
車
は
、
自
動
車
検
査
証（
車
検

▽
免
税
点

　
守
口
市
内
に
お
い
て
同
一
人
が
所
有
す
る

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固

定
資
産
税
課
税
標
準
額
の
合
計
額
が
次
の
場

合
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
土
地
…
３０
万
円
未
満

・
家
屋
…
２０
万
円
未
満

・
償
却
資
産
…
１５０
万
円
未
満

▽
納
期
限

第
１
期　
５
月
３１
日（
水
）

第
２
期　
７
月
３１
日（
月
）

第
３
期　
１０
月
２
日（
月
）

第
４
期　
１１
月
３０
日（
木
）

▽
減
免
制
度

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
固
定
資
産

は
、
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
が
減
額
ま

た
は
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・�

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
扶
助
を
受
け

て
い
る
人
が
所
有
す
る
固
定
資
産

・�

不
慮
の
災
害
で
納
税
で
き
な
く
な
っ
た
人

が
所
有
す
る
固
定
資
産

・�

災
害
な
ど
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
固
定
資
産

　
該
当
す
る
固
定
資
産
の
所
有
者
は
、
減
免

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
所
定
の
期

限
内
に
課
税
課
資
産
税
担
当
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
審
査
請
求
お
よ
び
審
査
申
出

　
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の
賦
課
に
つ

い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
市
長
に
審
査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
固
定

資
産
の
価
格（
評
価
額
）に
関
し
て
不
服
が
あ

証
）の
初
度
検
査
年
月
が
、
平
成
１６
年
３

月
以
前
の
車
両
で
す
。
表
４
の
経
年
重
課

対
応
早
見
表
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
２８
年
４
月
１
日
～
平
成
２９
年

３
月
３１
日
の
間
に
初
度
検
査
を
受
け
た
車
両

の
う
ち
表
５
に
該
当
す
る
車
両
に
つ
い
て
は

平
成
２９
年
度
の
み
軽
自
動
車
税
が
軽
減
さ
れ

ま
す（
グ
リ
ー
ン
化
特
例
）。

▽
減
免
制
度

　
災
害
に
あ
っ
た
人
や
身
体
に
障
が
い
の
あ

る
人
な
ど
は
、
一
定
の
基
準
で
減
免
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
が
利
用
す

る
軽
自
動
車
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
減
免

は
、
表
６
の
該
当
者
が
対
象
と
な
る
た
め
、

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
時
の
必
要
書
類

な
ど
に
つ
い
て
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
申
請
期
限
は
５
月
３１
日（
水
）で
す
。

問
課
税
課
税
政
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

る
場
合
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に

審
査
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

い
ず
れ
も
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
カ
月
以
内
で
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日（
賦
課

期
日
）現
在
で
、土
地
、家
屋
、償
却
資
産（
固

定
資
産
）を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ

る
税
金
で
す
。

　
固
定
資
産
税
を
納
め
る
人（
納
税
義
務
者
）

と
は
、
原
則
と
し
て
賦
課
期
日
現
在
の
固
定

資
産
の
所
有
者
で
す
。

　
従
っ
て
、
年
の
途
中
で
売
買
な
ど
で
所
有

者
が
変
わ
っ
て
も
、
賦
課
期
日
現
在
の
所
有

者
が
納
税
義
務
者
で
す
。

　
ま
た
、
所
有
者
が
賦
課
期
日
前
に
死
亡
し

て
い
る
場
合
な
ど
に
は
、
賦
課
期
日
で
固
定

資
産
を
現
に
所
有
し
て
い
る
人（
相
続
人
な

ど
）が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

　
都
市
計
画
税
と
は
、
下
水
道
、
街
路
、
公

園
の
整
備
な
ど
、
都
市
計
画
法
や
土
地
区
画

整
理
法
に
基
づ
く
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の

費
用
に
充
て
る
目
的
税
で
、
固
定
資
産
税
と

併
せ
て
納
め
て
も
ら
う
も
の
で
す
。

（表4）経年重課適用開始年度早見表
経年重課適用
開始年度 初度検査年月

平成29年度 平成15年1月〜平成16年3月

平成30年度 平成16年4月〜平成17年3月

平成31年度 平成17年4月〜平成18年3月

平成32年度 平成18年4月〜平成19年3月

平成33年度 平成19年4月〜平成20年3月

平成34年度 平成20年4月〜平成21年3月

平成35年度 平成21年4月〜平成22年3月

(表2）原動機付自転車および二輪車など

区分
税率（年額）

平成 28年
４月 1日以降

原動機
付
自転車

排気量50ｃｃ以下 2,000円

50ｃｃ超90ｃｃ以下 2,000円

90ｃｃ超125ｃｃ以下 2,400円

ﾐﾆｶｰ20ｃｃ超50ｃｃ以下 3,700円

軽二輪（125ｃｃ超250ｃｃ以下） 3,600円

小型二輪（250ｃｃ超） 6,000円

小型
特殊
自動車

農耕作業用 2,400円

その他（フォークリフトなど ） 5,900円

（表3）三輪以上の軽自動車など

区分

税率（年額）
① ② ③

自動車検査証の初度検査年月が
平成27年3月以前の車両

自動車検査証の初度検査年月が
平成27年4月以降の車両

自動車検査証の初度検査年月か
ら13年を超える車両（経年重課）
※

三輪 3,100円 3，900円 4,600円

四輪

乗用（営業用） 5,500円 6，900円 8,200円
乗用（自家用） 7,200円 10，800円 12,900円
貨物（営業用） 3,000円 3，800円 4,500円
貨物（自家用） 4,000円 5，000円 6,000円

※�電気・天然ガス・メタノールの各軽自動車・ガソリンハイブリッド車・被けん引車は経年重課対象外です。

（表5）グリーン化特例

区分

税率（年額）

標準
電気・天然ガス
自動車

ガソリン車・ハイブリッド車
（平成17年排ガス規制75％低減車）

75％軽減 50％軽減 25％軽減
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

四
輪
以
上

乗用（営業用） 6,900円 1,800円 平成32年度燃費基準＋
20％達成車

3,500円 平成32年度燃費基準達成車 5,200円
乗用（自家用） 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
貨物（営業用） 3,800円 1,000円 平成27年度燃費基準＋

35％達成車
1,900円 平成27年度燃費基準＋

15％達成車
2,900円

貨物（自家用） 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
注天然ガス自動車については、平成21年排ガス規制NOx10％以上低減車が対象となります。法改正により変更される場合がございます。

人
権
な
ん
で
も
相
談
所
を
開
設

　
市
で
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」特
設
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。

　
一
人
で
悩
ま
ず
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

時
６
月
１
日（
木
）午
前
１０
時
～
午
後
４
時

場
市
役
所
１
階
南
エ
リ
ア
１０５

問
人
権
室

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
１
２

（表6）

障害の区分
A B

①�身体障害者など（本人）が所有し、運転する場合
②�身体障害者などが所有し、常時介護者が運転する場合
③�18歳未満の身体障害者などの家族が所有し、運転する場合

左記以外

手帳の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 身体障害者手帳 戦傷病者手帳

視覚障害 1級〜6級 特別〜6項症
1〜3款症 1級〜4級 特別〜6項症

聴覚障害 2級〜4級・6級 特別〜6項症
1款症 2級〜4級 特別〜4項症

平衡機能障害 3級・5級 特別〜6項症 3級
音声・言語・そしゃく機能障害 3級・4級 特別〜5項症 3級・4級 特別〜5項症

上肢不自由 1級〜6級
特別〜6項症
1・2款症

1級〜3級
特別〜6項症

下肢不自由 特別〜6項症
1〜3款症

特別〜3項症
体幹不自由 1級〜3級・5級 特別〜4項症
脳病変による運動機能障害 1級〜6級 － 1級〜6級 －
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓の機能障害 １級・３級・４級 特別〜6項症 １級・３級 特別〜3項症

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害 １級〜４級 － １級〜３級 －

肝臓機能障害 特別〜6項症 特別〜3項症
療育手帳の交付を受けている人 療育手帳を有する人
精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている人 精神障害者保健福祉手帳を有する人

もりトピ もりトピ

(表1）廃車などの手続きと場所

車種
原動機付自転車
（125ｃｃ 以下）
小型特殊自動車

軽自動車
（軽三輪・軽四輪）

軽二輪
（126ｃｃ 〜 250ｃｃ）
二輪の小型自動車
（251ｃｃ 以上）

手続き・
問い合
わせ先

課税課税政係
℡ 06-6992-1458

軽自動車検査協会
大阪主管事務所・高槻支所
高槻市大塚町4-20-1
℡ 050-3816-1841

近畿運輸局
大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町12-1
℡ 050-5540-2058

廃車時
に
必要な
もの

・�ナンバープレート
・原動機付自転車
��申告済証
・印鑑
・本人確認書類
��（運転免許証、
　�健康保険証など）

上記へ問い合わせください


